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ご注意
1.	ご契約は、お申込者であるあなた自身のものです。仮にお客さ
まが単に名義を貸しただけでも、お客さまにお支払いの義務が
あります。どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸
すのは絶対にやめましょう。
2.	ご住所を変更される場合は、事前に株式会社ライフエンジェル
（以下、「ＬＡ」という）へご連絡ください。
3.	クレジット契約による分割払い、又は１回払いのお支払先はＬ
Ａです。
4.	商品を返品する場合や、売買契約等を解除・取消す場合はＬＡ
にもご連絡ください。

クレジット（立替払い）契約について

Ⅰ.本書面と申込書はよく読みましょう

1.	クレジット契約の内容を明らかにした書面（以下、「申込書」と
いう）をよくお読みください。
2.	申込書にはクレジット契約について、重要な事項が記載されて
います。クレジット契約やお支払いに関することでご不明な点
がある際は、クレジット会社であるＬＡへ直接お尋ねください。
又、売買契約・役務提供契約に関することは、販売店へお尋ね
ください。
3.	本書面と申込書は大切に保管してください。

Ⅱ.クレジット（立替払い）の仕組み

この仕組みは、お客さまと販売店との間で契約された代金等の決
済手段として、現金での支払いに代わってクレジット制度を利用
するものです。お客さまがこの仕組みを利用して代金の全部、又
は、一部を決済される際は、お客さまが直接ＬＡにクレジット（立
替払い）契約を申込みます。ＬＡはお申込み内容を審査の上、審
査結果をお客さまに連絡します。お客さまが同意された審査結果
に基づき、クレジット（立替払い）契約による決済金額を、お客
さまの委託により販売店へ立替払いします。お客さまは、クレジッ
ト契約による決済金額に手数料を加えた額を１回払い又は、分割

払いでＬＡにお支払いいただくことになります。つまり下記の図
のようにお客さまは販売店と契約を結ぶだけではなく、ＬＡとの

間に立替払い委託契約を結ぶことになります。

クレジット契約
（立替払い委託契約）

加盟店契約
（業務提携契約）

売買契約・役務提供契約

お客さま 販売店

ＬＡ

（ハネムーンサービス等の提供に関する契約）

Ⅲ.購入した商品・役務等に問題が生じた場合

次のような場合は、まず販売店へご連絡をお願いします。
①商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
②商品に欠陥（種類又は品質に関しては契約内容に適合しない場
合）がある。
③役務の提供内容に問題がある。
④見本・カタログ等と商品の現物・役務内容に相違がある。
⑤商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
⑥その他契約内容等に問題がある。

Ⅳ.販売店との間で問題が解決しない場合

1.	販売店と連絡が取れない場合、連絡が取れたとしてもⅢの問題
が解決しなかった場合や、売買契約等のクーリングオフや取消
しの申出に応じない場合は、ＬＡにご連絡ください。

2.	お客さまは販売店との間で問題解決する迄は、ＬＡからの代金
請求に対しお支払いを停止することができます。その旨をＬＡ
にお申出ください。（問題の内容により、停止できない場合があ
ります）
3.	お申出の際には、「支払停止のお申出」を書面にてＬＡ宛にご提
出ください。詳しくは、「立替払い契約条項」の「支払停止の抗弁」
をお読みください。

クーリングオフについて、詳しくは下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ・相談窓口】

株式会社ライフエンジェル（https://www.lifeangel.co.jp/）

お客さま相談室
〒１４０－０００２
東京都品川区東品川２－３－１２
Tennozu Bay Tower １６Ｆ
TEL ０３－５７６９－８５１５
平日：１０：００～１８：００( 土 ･ 日 ･ 祝休 )

挙式費用等立替払いサービスご利用のお客さまへ【お申込み前に必ずお読みください】



個人情報の取扱いに関する条項

第１条（個人情報の取得・利用・保有）
株式会社ライフエンジェル（以下｢当社｣という。）に申込みをし、当社が承認した者（連
帯保証人契約者を含み、以下「お客様」という。）、及び、申込者（連帯保証人予定
者を含む｡ 以下､お客様及び申込者を併せて ｢お客様等｣ という｡）は､以下の情報（以
下 ｢個人情報｣ という｡）を、当社が保護措置を講じたうえで取得、利用及び当社が
定める相当期間保有することに同意します｡
①属性情報：本契約に係る契約（以下「本契約」という。）の申込書に記載した氏名、
性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先（お勤め先内容）、ｅメールアドレス、
家族構成（同居または別居を問わずご家族の情報）、住居状況等、収入、識別番号、
お客様等の属性に関する情報（これらの情報に変更が生じた場合、その変更情報
を含む。以下同じ。）

②契約情報：契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量、
回数、期間、支払回数等、その他本契約の内容に関する情報。

③取引情報：本契約に係る請求額、入金額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、
支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報。

④返済能力調査のための情報：お客様等の資産、負債、収入、支出、商品の価格、そ
の他支払可能見込額の算定に影響を与える事項、本契約以外に当社と締結する契
約に関する利用残高、支払状況等、給与明細、収入証明、確定申告書等の収入を
書類に記載された情報等、その他申込者の支払能力判断及び支払可能見込額調査
を行うための情報。

⑤取引時確認及び所在確認のための情報：本契約に関し、法令に従って、又は当社が
必要と認めた場合に、お客様等から提供を受けた運転免許証、健康保険証、パスポー
ト等の本人確認書類に記載された情報（当該書類の名称及び記号番号その他当該
書類を特定するに足りる事項を含む。）、及び当社が適法かつ適正な方法で収集し
た住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報、官報、電話帳等一般
に公開されている情報。

第２条（個人情報の利用目的）
当社は、お客様等の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用するもの
とします。
①当社の与信判断並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため（お客
様等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存を含む。）。

②当社の与信に係る商品・サービスを郵便、電話、ｅメールその他の方法で案内を行
うため｡

③当社の親会社、子会社、グル―プ企業、提携先企業から委託を受けて当社が当該企
業の宣伝物、印刷物を送付するため。

④当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品 ･サービスの研究､ 開発を行う
ため｡

⑤当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の取引のた
め。

⑥お客様等からのお問合せへの対応のため。
⑦金融商品及びサービス等の案内を行うため。

第３条（金融商品等及びサービスの案内）
前条の規定にかかわらず、お客様等は、本同意条項２条２号、３号及び７号に基づ
く宣伝印刷物の送付等営業案内を受けることを希望しない場合には、請求書等業務
上必要な書類に同封される案内等を除き、当社に対しその中止を申し出ることがで
きます。その場合には、当社は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情
報の利用を停止する措置を取るものとし、本契約成立前であってもこれを理由に本
契約を不成立とすることはありません。

第４条（個人情報の第三者提供）
1.当社は、次条で定める個人信用情報機関の他、お客様の本人確認、所在確認等のため、
住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、お客様の個人情報（氏
名､ 生年月日､ 住所等）を市区町村長又は登記官に提供します。

2. お客様等は、当社が以下の範囲でお客様等に係る個人データを第三者に提供する
ことに同意します。
①提供する第三者の範囲は、本申込みを受付けた挙式会場等、及び当社がホーム

ページで公表している提供先とします。
②第三者に提供される情報の内容は、お客様等の本契約に関する個人情報（申込日・
申込商品種別等の申込事実情報、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、
勤務先住所等の本人特定情報、資産・負債、収入・支出､ 職歴等の与信に関す
る情報、貸付日・貸付金額・返済日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等
の取引及び交渉履歴情報）、本人確認及び所在確認の情報並びに当社の与信評価
情報とします。

③第三者の利用目的は、本同意条項２条に記載の各目的とします。（この場合にお
いて上記目的中「当社」とあるのは､「提供する第三者」と読み替えます。）

第５条（個人信用情報機関への登録 ･ 利用）
1. お客様等は、当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に関
する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの、以下「加
盟先機関」という。）又は加盟先機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携先
機関」という。）にお客様等の個人情報が登録されている場合には、当社が照会を
行いお客様等の支払能力・返済能力の調査のために当社がそれを利用することに
同意するものとします。

2. お客様等は、お客様等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、下
記の期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、お客様等の支
払能力・返済能力の調査のために利用されることに同意するものとします。
①本契約に係る申込みをした事実は、当社が個人信用情報機関に照会をした日か
ら６カ月間。

②本契約に基づく個人情報及び本契約に係る客観的な取引事実は、契約期間中及
び契約終了後５年以内。

③債務の支払を延滞した事実は、契約期間中及び契約終了後５年間。
3. お客様等は、お客様等に係る本契約について支払停止の抗弁の申出が行われてい
ることが、加盟先機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が加盟
先機関及び提携先機関の加盟会員に提供されることに同意するものとします。

4. 加盟先機関の名称、所在地、問合せ電話番号は以下のとおりです。
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、
別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
名称：株式会社シー・アイ・シー

（割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
〒１６０－８３７５
東京都新宿区西新宿１－２３－７ 新宿ファーストウエスト１５階
お問い合わせ先：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記のホームペー
ジをご覧下さい。

5. 加盟先機関（株式会社シー・アイ・シー）と提携する個人信用情報機関は下記の
とおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
〒１００－８２１６
東京都千代田区丸の内１－３－１
お問合せ先：０３－３２１４－５０２０
ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic
②株式会社日本信用情報機構
〒１１０－００１４
東京都台東区北上野１－１０－１４　住友不動産上野ビル５号館
お問合せ先：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp/
※上記、個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記の各社のホー
ムページをご覧下さい。

6. 加盟先機関に登録する情報は以下のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、及び運転免許証等の
記号番号、その他本人を特定するための情報、契約の種類、申込日、契約日、利用日、
契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、返済期間、返済回数、利
率、現金価格、支払期間、支払回数、及び実質年率、その他契約内容に関する情報、

並びに利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、及び延滞の有無、
その他支払状況に関する情報。

7. お客様等は、加盟先機関及びその加盟会員が、加盟先機関に登録されている個人
情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守
状況のモニタリング等加盟先機関における個人情報の保護と適正な利用確保のた
めに、必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。

第６条（個人情報の開示､ 訂正等）
1. お客様等は、当社及び前条で記載する加盟先機関に登録（登録とはコンピューター、
ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。）されているお客様等が
識別される保有個人データについて、当社所定の方法により開示請求をすること
ができます。ただし、①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を
害するおそれがある場合、②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそ
れがある場合、③個人情報保護法以外の法令に違反することとなる場合には、当
社は開示しないものとします。
①当社に開示を請求する場合には、本同意条項９条記載のお問合せ窓口に連絡し
てください｡ なお、開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、別途当
社が定める手数料を徴収するものとします。

②個人信用情報機関に開示を求める場合には､ 前条４項に記載の加盟先機関のお
問合せ先に連絡してください｡

2.開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、
お客様等は、当該情報の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という｡）の請求が
できます。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実の確
認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正
等を行います｡

第７条（条項の不同意）
当社は、お客様等が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合及び個人情報の
取扱いに関する重要事項の各条項に同意しない場合は、本契約を不成立とする場合
があります。ただし、本同意条項２条②③④⑦及び３条に同意しない場合でも、こ
れを理由に当社が本契約を不成立にすることはありません。

第８条（契約の不成立）
お客様等は、本契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず本同意条項
１条及び５条２項に基づき、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一
定期間利用されることに同意するものとします。もっとも、当社は、それ以外の目
的に利用することはありません。

第９条（お問合せ窓口）
お客様等は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の申出
や、個人情報の開示、訂正等の自己の個人情報に関するお問合せ・ご相談は下記の
お客様相談室へお申し出ください。
●お客様相談室
〒１４０－０００２
東京都品川区東品川２丁目３番１２号　　Tennozu Bay Tower　１６階
電話番号：０３－５７６９－８５１５ 
平日：１０：００～１８：００（土 ･日 ･祝休）

KK-GL-2512

本書面と、上記「クレジット契約について」の書面は必ずお客さまにお
渡しください。

申し込みに関する審査結果を当社から加盟店（式場等）に連絡いたしま
すのであらかじめご了承ください。

申し込みに関する審査結果は当社から申込書にご記入頂いた携帯電話又
はご自宅にご連絡させて頂きます。



●本サービスお申込時点のもので結構です。

A お申込書（お客さま用）
●ご記入漏れ、ご捺印漏れがないかご確認下さい。

B 契約書（ライフエンジェル用）
●ご捺印漏れがないかご確認下さい。

C 預金口座振替依頼書

①お申込書（A・B・Cは、切り離さずにご同封下さい）　

お客様のお手続き方法からご出発までの流れを簡単にご説明いたします。

③販売店発行のお見積書のコピー（明細書含む） ご記入方法や同封書類についてご不明点等ございましたら、
弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

お申込金額により連帯保証人様の人数が異なります

TEL0120-69-8515（平日　10：00～18：00）
ライフエンジェル

ご注意事項※太枠内をボールペンにてご記入下さい。

お申込みからご出発までの流れ

●ご記入・ご捺印漏れがある場合
　審査を承ることができかねます。
　必ず、全ての項目のご記入とご捺印をお願い致します。
●訂正される場合
　修正ペン等は利用されず、「二重線と訂正印」にてご対応下さい。

①

必ずお申込者ご本人様の直筆にて「全て」ご記入のうえ、
ご捺印（2枚目もございます）下さい。
※お申込者はご新郎様・ご新婦様に限ります。
○税込み年収：ない場合は、「０」とご記入下さい。

②

④

必ず連帯保証人予定者①様の直筆にて「全て」ご記入のうえ、
ご捺印（2枚目もございます）下さい。
※連帯保証人予定者①は、お申込者の配偶者〔婚約者〕様となります。
○勤務先：お仕事をされていらっしゃらない場合は、
　　　　  必ずその旨をご記入下さい。

③

申込金額
1～100万円
101万円～

申込者
○
○

連帯保証人予定者①
○
○

連帯保証人予定者②
×
○

連帯保証人予定者③
×
×※

同封書類（必ず同封下さい）

】例入記ご【   挙式費用立替払いサービス  申込書

給料日

フリガナ

電話 自宅 有・無 携帯 有・無－　　　　－ －　　　　－

〒　　　　ー

印

人1  有　2  無

日

税込み年収

万円

（旧姓　　　　　）

2枚目もご捺印ください！

家賃・住宅ローン
負担の有無

世帯人数
※本人様含む

続柄

メールアドレス ＠
1．正社員　 2．派遣社員　 3．自営業　 4．契約社員　 
5．パート・アルバイト　 6．無職　 7．専業主婦
8．学生

電話 －　　　　－

お

　
申

　
込

　
者

お
名
前

生年
月日

居住
形態

雇用
形態

ご
住
所

所
在
地

勤
務
先
名

業
種

1  持家 ・ 分譲
2  賃貸
3  社宅 ・ 寮

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

1．農林漁業　 2．鉱業　 3．建設　 4．製造　 5．卸売・小売　 6．飲食　 7．金融・保険
8．不動産　 9．運輸　 10．通信　 11．サービス　 12．公務員　 13．その他（　　　　　　　　）　　

※連帯保証人予定者①の欄には、必ず配偶者（予定者）様がご自身でご記入ください。

A 挙式費用等立替払いサービス
申込書（お客さま用）

申込年月日 年　　　　　月　　　　　日

名称

住所

加盟店コード

電話

担当

商品（役務）のお問合せ先 お客さまがお申込される会社名（立替払委託先企業）

名称　株式会社ライフエンジェル
住所　東京都品川区東品川2-3-12
　　　Tennozu Bay Tower16F
電話　03-5769-8515（代表）
担当　

年　　　月　　　日契約年月日お申込者
ご記入欄

印

税込み年収

万円

（旧姓　　　　　）

2枚目もご捺印ください！

メールアドレス ＠
1．正社員　 2．派遣社員　 3．自営業　 4．契約社員　 
5．パート・アルバイト　 6．無職　 7．専業主婦
8．学生

電話 －　　　　－

お
名
前

電話
自宅

携帯

ご
住
所

所
在
地

勤
務
先
名

－　　　　－

－　　　　－

※契約年月日欄はご契約後ご記入ください。
※このお申込の内容（本書面）は、契約成立後、「契約内容を明らかにする書面」と
なりますので大切に保管してください。

続柄
1 .   新郎
2 .   新婦 

生年
月日

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

印

2枚目もご捺印ください！

【分割お支払目安表※下記は実質年率14.959％の目安となります。挙式日や初回支払日の設定により異なる場合があります。】

お
名
前

電話
自宅

携帯

ご
住
所

－　　　　－

－　　　　－

続柄
生年
月日

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

申込者との関係
（　　　　　　）

印

2枚目もご捺印ください！

お
名
前

電話
自宅

携帯

ご
住
所

－　　　　－

－　　　　－

続柄
生年
月日

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

申込者との関係
（　　　　　　）

申込者及び連帯保証人予定者は、各々裏面記載の「立替払契約条項」を承認し、「個人情報の取扱いに関する条項」に同意の上、
本契約を申し込みます。
※お申込書は申込者、連帯保証人予定者が各々直筆でご記入ください。

￥9,200

￥4,900

￥3,600

￥2,900

￥2,500

￥2,200

￥2,000

￥27,400

￥14,700

￥10,600

￥8,500

￥7,300

￥6,400

￥6,000

￥45,700

￥24,600

￥17,600

￥14,100

￥12,100

￥10,600

￥10,000

￥63,900

￥34,400

￥24,600

￥19,700

￥16,900

￥14,800

￥13,900

￥91,300

￥49,100

￥35,100

￥28,200

￥24,100

￥21,100

￥19,900

￥136,900

￥73,600

￥52,600

￥42,200

￥36,100

￥31,700

￥29,800

￥182,500

￥98,100

￥70,100

￥56,300

￥48,100

￥42,200

￥39,700

￥228,100

￥122,600

￥87,600

￥70,300

￥60,100

￥52,800

￥49,600

￥273,800

￥147,100

￥105,100

￥84,400

￥72,100

￥63,300

￥59,500

10万円
ご利用の場合

30万円
ご利用の場合

50万円
ご利用の場合

70万円
ご利用の場合

100万円
ご利用の場合

150万円
ご利用の場合

200万円
ご利用の場合

250万円
ご利用の場合

300万円
ご利用の場合

12回払い

24回払い

36回払い

48回払い

60回払い

72回払い

80回払い

ご返済回数
ご利用額

フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

1 .   新郎
2 .   新婦 

⑥

連
帯
保
証
人

予
定
者
②

連
帯
保
証
人

予
定
者
③

↓以下、店舗スタッフ記入欄連

　
帯

　
保

　
証

　
人

　
予

　
定

　
者

　
①

KK-GL-2512

↓以下、店舗スタッフ記入欄

雇用
形態

付帯する役務、権利、商品の有無
有りの場合の別紙明細の有無

有　無

有　無

※1回払手数料には消費税を含みます

①現金価格 費用見積総額

②頭金 お客様が販売店へ
直接お支払する金額

③残金 立替払いサービスで
お支払する金額

円

円

円

付帯する役務、権利、商品の有無
有りの場合の別紙明細の有無

有　無

有　無

※お見積書の内訳（お申込時にご提出頂いたお見積書の内容）

年　　　月　　　日確認お見積書の発行日

商品名・役務名：挙式費用 数量：１個

001－

自 　 　 年 　 　 月

至 　 　 年 　 　 月

契約番号

支払回数 回 支払日

円 × 回

％

円 最終回

支払期間

支払方法 口座振替 分割手数料率

分割
支払金

毎月28日
分
割
払
契
約
分

001－

年 月 日

契約番号

支払回数 1回

円

支払期日

支払方法 銀行振込 手数料率

支払金額

一
回
払
契
約
分

％

④分割払手数料

⑤支払総額
（①＋④）

円

円

⑥1回払手数料

⑦総額（⑤＋⑥）

円

円

万円

万円希望
金額

1回払い
希望内訳

分割払い

ご返済
プラン

他社ローン残高

挙式日 販売店 担当者

万円

挙式費用の内、クレジットでの
ご清算を現段階で予定している
金額をご記入ください。

分割払希望回数　　
80　・　72　・　60　・　48　・　36　・　24　・　12　・　その他（　　　）回

　　年　　月　　日

万円

希
望
内
容

KK-GL-2512

○申込年月日：申込書記入日をご記入ください。
○ご希望金額：お申込段階での予定をご記入ください。
※見積額の範囲内、1万円単位にてご記入下さい。
・ご希望返済回数：ご希望のお支払い回数をご選択ください。

※その他をご選択頂いた場合、
　ご希望の回数を括弧内にご記入ください。

①
ご返済
プランの
ご検討

②
お申込書の
ご記入／
ご郵送

③
審査結果の
ご案内

④
お立替
手続き ご出発!

100万円以上お申込のお客様は連帯保証人予定者②様の
直筆にて「全て」ご記入のうえ、ご捺印下さい。
※審査結果によっては、連帯保証人予定者③様が必要となる
場合がございます。

弊社使用欄の為、ご記入不要です
弊社使用欄の為、ご記入不要です

①

②

③

④

3   　7   　7

03    5769   8515

03    5769   8515

090    XXXX    XXXX
tenshijeruo    life.co.jp

tenshikanae    life.co.jp

00      0000     0000

天使　ジェルオ

株式会社　タテカエブンカツ

東京都天使区エンジェル 11-22

東京都品川区東品川 2-X-X

０

560
25

140   0002

140   0002

140   0002

２

3 1 1

090    XXXX    XXXX

トウキョウトシナガワクヒガシシナガワ 2-X-X

カブシキカイシャ　タテカエブンカツ

トウキョウトテンシクエンジェル 11-22

テンシ　ジェルオ

天使　叶

東京都品川区東品川 2-X-X
トウキョウトシナガワクヒガシシナガワ 2-X-X

無職
ムショク

舞降

テンシ　カナエ

24  　　　 11　　　  22

22       4  　  1 ○○営業所 田中
125

２   ０   ０
１   ０   ０
１   ０   ０

お申込者様の本人確認書類のコピー
連帯保証人予定者様の本人確認書類のコピー
●有効期限のあるものは、期限切れにご注意下さい。
●お申込書のお名前やご住所と本人確認書類記載内容が異なる場合、
　別途書類提出をお願いすることがございます。

②本人確認書類のコピー（全員分必須）　　

本人確認書類一覧 ※下記のいずれかのコピー１つ
・運転免許証（裏面に記載ある方は両面）

・パスポート（お名前・ご生年月日記載ページ）

・住民票の写し（原本可、発行日から3ヶ月以内のもの）

・マイナンバーカード

・在留カード・外国人登録証明書（裏面記載ある方は両面）



給料日

フリガナ

電話 自宅 有・無 携帯 有・無－　　　　－ －　　　　－

〒　　　　ー

印

人1  有　2  無

日

税込み年収

万円

（旧姓　　　　　）

2枚目もご捺印ください！

家賃・住宅ローン
負担の有無

世帯人数
※本人様含む

続柄

メールアドレス ＠
1．正社員　 2．派遣社員　 3．自営業　 4．契約社員　 
5．パート・アルバイト　 6．無職　 7．専業主婦
8．学生

電話 －　　　　－

お

　申

　込

　者

お
名
前

生年
月日

居住
形態

雇用
形態

ご
住
所

所
在
地

勤
務
先
名

業
種

1  持家 ・ 分譲
2  賃貸
3  社宅 ・ 寮

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

1．農林漁業　 2．鉱業　 3．建設　 4．製造　 5．卸売・小売　 6．飲食　 7．金融・保険
8．不動産　 9．運輸　 10．通信　 11．サービス　 12．公務員　 13．その他（　　　　　　　　）　　

※連帯保証人予定者①の欄には、必ず配偶者（予定者）様がご自身でご記入ください。

A 挙式費用等立替払いサービス
申込書（お客さま用）

申込年月日 年　　　　　月　　　　　日

名称

住所

加盟店コード

電話

担当

商品（役務）のお問合せ先 お客さまがお申込される会社名（立替払委託先企業）

名称　株式会社ライフエンジェル
住所　東京都品川区東品川2-3-12
　　　Tennozu Bay Tower16F
電話　03-5769-8515（代表）
担当　

年　　　月　　　日契約年月日お申込者
ご記入欄

印

税込み年収

万円

（旧姓　　　　　）

2枚目もご捺印ください！

メールアドレス ＠
1．正社員　 2．派遣社員　 3．自営業　 4．契約社員　 
5．パート・アルバイト　 6．無職　 7．専業主婦
8．学生

電話 －　　　　－

お
名
前

電話
自宅

携帯

ご
住
所

所
在
地

勤
務
先
名

－　　　　－

－　　　　－

※契約年月日欄はご契約後ご記入ください。
※このお申込の内容（本書面）は、契約成立後、「契約内容を明らかにする書面」と
なりますので大切に保管してください。

続柄
1 .   新郎
2 .   新婦 

生年
月日

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

印

2枚目もご捺印ください！

【分割お支払目安表※下記は実質年率14.959％の目安となります。挙式日や初回支払日の設定により異なる場合があります。】

お
名
前

電話
自宅

携帯

ご
住
所

－　　　　－

－　　　　－

続柄
生年
月日

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

申込者との関係
（　　　　　　）

印

2枚目もご捺印ください！

お
名
前

電話
自宅

携帯

ご
住
所

－　　　　－

－　　　　－

続柄
生年
月日

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

申込者との関係
（　　　　　　）

申込者及び連帯保証人予定者は、各々裏面記載の「立替払契約条項」を承認し、「個人情報の取扱いに関する条項」に同意の上、
本契約を申し込みます。
※お申込書は申込者、連帯保証人予定者が各々直筆でご記入ください。

￥9,200

￥4,900

￥3,600

￥2,900

￥2,500

￥2,200

￥2,000

￥27,400

￥14,700

￥10,600

￥8,500

￥7,300

￥6,400

￥6,000

￥45,700

￥24,600

￥17,600

￥14,100

￥12,100

￥10,600

￥10,000

￥63,900

￥34,400

￥24,600

￥19,700

￥16,900

￥14,800

￥13,900

￥91,300

￥49,100

￥35,100

￥28,200

￥24,100

￥21,100

￥19,900

￥136,900

￥73,600

￥52,600

￥42,200

￥36,100

￥31,700

￥29,800

￥182,500

￥98,100

￥70,100

￥56,300

￥48,100

￥42,200

￥39,700

￥228,100

￥122,600

￥87,600

￥70,300

￥60,100

￥52,800

￥49,600

￥273,800

￥147,100

￥105,100

￥84,400

￥72,100

￥63,300

￥59,500

10万円
ご利用の場合

30万円
ご利用の場合

50万円
ご利用の場合

70万円
ご利用の場合

100万円
ご利用の場合

150万円
ご利用の場合

200万円
ご利用の場合

250万円
ご利用の場合

300万円
ご利用の場合

12回払い

24回払い

36回払い

48回払い

60回払い

72回払い

80回払い

ご返済回数
ご利用額

フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

1 .   新郎
2 .   新婦 

⑥

連
帯
保
証
人

予
定
者
②

連
帯
保
証
人

予
定
者
③

↓以下、店舗スタッフ記入欄連

　帯

　保

　証

　人

　予

　定

　者

　①

KK-GL-2512

↓以下、店舗スタッフ記入欄

雇用
形態

付帯する役務、権利、商品の有無
有りの場合の別紙明細の有無

有　無

有　無

※1回払手数料には消費税を含みます

①現金価格 費用見積総額

②頭金 お客様が販売店へ
直接お支払する金額

③残金 立替払いサービスで
お支払する金額

円

円

円

付帯する役務、権利、商品の有無
有りの場合の別紙明細の有無

有　無

有　無

※お見積書の内訳（お申込時にご提出頂いたお見積書の内容）

年　　　月　　　日確認お見積書の発行日

商品名・役務名：挙式費用 数量：１個

001－

自 　 　 年 　 　 月

至 　 　 年 　 　 月

契約番号

支払回数 回 支払日

円 × 回

％

円 最終回

支払期間

支払方法 口座振替 分割手数料率

分割
支払金

毎月28日
分
割
払
契
約
分

001－

年 月 日

契約番号

支払回数 1回

円

支払期日

支払方法 銀行振込 手数料率

支払金額

一
回
払
契
約
分

％

④分割払手数料

⑤支払総額
（①＋④）

円

円

⑥1回払手数料

⑦総額（⑤＋⑥）

円

円

万円

万円希望
金額

1回払い
希望内訳

分割払い

ご返済
プラン

他社ローン残高

挙式日 販売店 担当者

万円

挙式費用の内、クレジットでの
ご清算を現段階で予定している
金額をご記入ください。

分割払希望回数　　
80　・　72　・　60　・　48　・　36　・　24　・　12　・　その他（　　　）回

　　年　　月　　日

万円

希
望
内
容



挙式費用等立替払いサービス契約条項
株式会社ライフエンジェル（以下｢当社｣という。）に申込みをし､当社が承認したもの（連帯保証人を含み、以下「お客様」
という。） は、以下の条項を承認の上、当社に対し、立替払いの委託を行い、当社はこれを受託します。当該立替払いは、当
社が、お客様と婚礼等サービスに係る契約を締結した挙式会場等（以下「販売店」という。）に対して、お客様が提供を受
ける婚礼等サービス（当該サービスに付随する商品や権利を含み、以下、これらのサービス（役務）、商品及び権利を総称
して「商品等」という。）の現金価格合計から頭金を除いた額（以下「残金」という。）について、行うものとします。
なお、一回払契約については共通条項及び一回払条項、分割払契約については共通条項及び分割払条項の適用を受ける
ものとします。

【共通条項】
第１条（契約の成立）
本契約（一回払契約又は分割払契約のことをいう。以下同じ。）は、お客様の申込みを当社が所定の手続により承諾し、販売
店に通知をしたときに成立するものとします。ただし、本契約の効力は、お客様が販売店と約定した商品等の代金の支払
期日（以下「代金支払期日」という。）に発生するものとします。

第２条（商品等の引渡し）
商品等は、挙式日（新婚旅行の提供の場合においては、出発日を指すものとする。）において、販売店からお客様に提供さ
れ、引き渡され又は移転するものとします。

第３条（費用等の負担）
お客様は、次の費用を負担するものとします。
①当社に対する第１８条で定める分割払金又は第１５条で定める一回払支払金の支払いに要する費用（振込手
数料その他の送金手数料）。
②お客様の支払遅滞により当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときにおける再振替手数料及び振込用
紙を送付したときにおける振込用紙送付手数料。
③お客様の支払遅滞等お客様の責めに帰すべき事由により、当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として、
訪問回数一回につき１，０００円及び消費税を加算した金額。
④公正証書作成に係る作成費用。
⑤お客様に対し書面による催告をした場合の費用。
⑥当社に支払う費用等について公租公課が課される場合、又は、公租公課（消費税等を含む。）が増額される場合
は、当該公租公課相当額又は当該増額分。

第４条（期限の利益喪失）
（１）お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに

債務を履行するものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払停止を受けたとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始その他裁判上の倒産処理手続の申
立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
④商品（権利を含む。以下同じ。）の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。

（２）お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により基づく債務について期限の利益を失い、直ち
に債務を履行するものとします。
①本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②①の他、お客様の信用状態が著しく悪化したとき。

第５条（所有権留保）
（１）商品の所有権は、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が

完済されるまで当社に留保されるものとし、お客様は、これを認めるとともに、当社の承諾を得た場合を除き、次
の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理することとし、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行
為（参列者への引出物の譲渡を除く。）をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が
商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること。

（２）お客様は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やか
に当社に通知するものとします。また、この場合であっても、お客様は、債務の履行を継続します。

（３）お客様が期限の利益を喪失した場合には、当社は、留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとし
ます。

（４）お客様は、当社が前項により商品を引取ったときは、お客様と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本契
約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときはお客様及び
当社の間で精算するものとします。

第６条（住所の変更・調査等）
（１）お客様は、住所を変更した場合は、あらかじめ当社に申し出ていた場合を除き、遅滞なく当社に通知するものとし

ます。通知を怠った場合には、当社からの通知又は送付書類等が遅滞又は不到達になっても、通常到達すべき時に
到着したものとみなされることに異議ないものとします。

（２）お客様のいずれかに係る後見人、補佐人、補助人又は任意後見監督人が選任された場合は、登記事項証明書等を添
付の上、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。

（３）お客様は、当社又は当社が委託する者がお客様の財産、収入、信用等を調査する場合があることをあらかじめ了承
します。

第７条（見本・カタログ等と現物の相違）
見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡され又は提供された商品等が見本・カタログ等と相違して
いる場合は、お客様は販売店に商品等の交換を申し出るか、又は婚礼等サービスに係る契約の解除をすることができ
ます。

第８条（連帯保証人）
（１）連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務について、主債務者と連帯して履行の責めを負うものとします。な

お、当社の都合によって何ら通知することなく、担保又は他の保証債務を変更又は解除されても異議ありません。
（２）連帯保証人は、保証債務を履行することで代位によって当社から取得した権利は、主債務者の当社に対する債務が

完済するまで、これを行使できないものとします。
第９条（公正証書）
お客様は、当社が必要と認めた場合、本契約につき、お客様の費用負担で強制執行承諾条項を付した公正証書の作成
することに応じ、必要書類を当社へ提出するものとします。

第１０条（債権譲渡）
お客様は、当社が必要と認めた場合には、当社が本契約に基づく債権及びこれに附帯する一切の権利を第三者に担保
として差し入れ、若しくは譲渡（信託及び債権回収会社への譲渡を含む。）し、又は当社が譲渡した債権等を譲受人か
ら再び譲り受けることについて、あらかじめ異議なく同意します。

第１１条（住民票取得等の同意）
お客様は、当社が必要と認めた場合には、申込みに係る審査及び途上管理に係る審査、並びに、債権管理のために、当
社がお客様の住民票等を取得して利用することに同意します。なお、お客様は当社が住民票の取得に際し、契約書の
写し等、当社の債権状況を証する資料、その他必要とされる資料を行政機関に提出することに異議ないものとしま
す。

第１２条（合意管轄）
お客様は、本契約に関して紛争が生じた場合には、当社の本店又は営業店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専
属的な合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第１３条(反社会的勢力の排除)
（１）お客様は、自らが現在次のいずれにも該当してないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの

とします。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団
関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧上記①～⑦の共生者⑨その他上記①～⑧
に準ずるもの。

（２）お客様は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。①
暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる
行為、④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤そ
の他上記①～④に準ずる行為。

（３）お客様が前２項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合は、当社は、お客様に対して、当該事項に関する報
告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、お客様は当社に対して合理的な期間内に報告書を提出し
なければならないものとします。

（４）お客様が本条１項若しくは２項のいずれかに該当すること、又は本条１項若しくは２項に基づく確約に関して虚
偽の申告をしたことが判明し、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認める場合は、当社は、直ち
に本契約を解除できるものとします。また、上記の場合には、お客様は、当社の通知又は請求により、期限の利益を
失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

【一回払契約条項】
第１４条（一回払手数料）
（１）一回払手数料は、実質年率１４．６％～２０．０％の範囲で当社が定めるものとし、お客様は、これをあらかじめ承

諾したものとします。
（２）一回払手数料の計算は、残金のうち一回払契約に係る金額（以下「一回払対象額」という。）×当社所定の実質年率

÷３６５日×起算日から支払日までの利用日数とします。
（３）一回払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定してい

る商品等の代金支払期日とします（初日不算入）。
第１５条（一回払支払金の支払方法）
（１）お客様は、一回払対象額に一回払手数料を加算した額（以下「一回払支払金」という。）を、当社が指定する預金口座

への振込み等の当社が指定した支払方法で当社へ支払うものとします。
（２）振込手数料その他前項の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
（３）一回払支払金の支払日は、前条３項で定める一回払手数料の起算日の属する月の翌月２８日とします（当日が土

日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を支払日とします。）。ただし、お客様は、当社の承認を得た上
で、早期弁済をすることができ、その場合には当社の承認を得た日を支払日とします。

第１６条（遅延損害金）
お客様は、一回払契約の支払いを遅滞したときは、前条第３項に定める支払日の翌日から支払いがなされるまで、当
該一回払支払金に対して、次の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合以外の取引について
は、年１４．６％を乗じた額とします。
②婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、
年２０．０％を乗じた額とします。

【分割払契約条項】
第１７条（分割払手数料）
（１）分割払手数料率（実質年率）は、実質年率８．７％～１５．９％の範囲で当社が定める利率とし、お客様はこれをあ

らかじめ承諾したものとします。
（２）分割払手数料の計算方法は、残金のうち分割払契約に係る金額（以下「分割払対象額」という。）×当社所定の実質

年率÷３６５日×起算日から支払日までの利用日数とします。
（３）分割払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定してい

る商品等の代金支払期日とします（初日不算入）。
第１８条（分割支払金の支払方法）
（１）お客様は、分割払対象額に分割手数料を加算した額（以下「分割支払金」という。）を、お客様があらかじめ指定し

た、金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が別途求めた場合には、当
社が指定する預金口座への振込等の当社が別途指定する方法でお支払いいただくことがあります。

（２）振込手数料その他前項ただし書の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
（３）振込等での入金の場合、当社が指定する預金口座へ入金があったことを確認した日をもって支払いがあったもの

とみなします。

（４）第一回目支払日の設定は、前条３項で定める分割支払手数料の起算日の属する月の翌月２８日とします（当日が
土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を第一回目支払日とします）。ただし、お客様は当社の承認
を得たうえで、別途、支払日を起算日の属する月の２８日とすることができます。

第１９条（支払停止の抗弁権）
（１）お客様は、次の事由が存する場合、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対

する支払を停止することができるものとします。
①商品等の提供、引渡し又は移転がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関しては、契約内容に適合しない場合があること。
③その他商品等の販売、提供について、販売店に対して生じている事由があること。

（２）当社は、お客様が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、直ちに所要の手続をとるものとします。
（３）お客様は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店との交渉を行うように努めるも

のとします。
（４）お客様は、本条２項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面（資料がある場合には資料を添付す

る）を当社へ提出するよう努めるものとし、当社が上記の事由について調査をする必要があるときは、お客様は調
査に協力するものとします。

（５）本条１項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払停止をすることができないものとします。
①分割払契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
②分割払契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、分割払契約に係る取引が割賦販売法第３５条の３
の６０第２項に該当するとき。
③支払総額が４万円に満たないとき。
④お客様による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
⑤本条１項各号の事由がお客様の責に帰すべきとき。

第２０条（契約種類の変更及び繰上げ返済手数料）
（１）お客様は、第１条で定める本契約の効力日が到来するまでの間、分割払契約を一回払契約に変更することができ

ます。この場合、分割払手数料率（実質年率）を第１４条１項に定める範囲で当社が定める料率に変更するものと
し、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。

（２）お客様は、当社の承認を得た上で、残金の一部又は全額を支払日到来前に支払うことができます。
（３）前項に基づき支払日到来前の支払いをする場合において、お客様は、当社より繰上げ返済手数料の支払いを求め

られたときは、支払いをする日までの分割手数料と繰上げ返済手数料を合わせて支払うものとします。この繰上
げ返済手数料の年率は、２０．０％から本契約での分割払手数料率（実質年率）を除したものを上限とします。

（４）繰上げ返済手数料の計算方法は第１７条２項に定める計算方法に準じて計算するものとし、２万円を超えない金
額を申し受けます。この場合、第１７条２項に定める分割払対象額は、当該繰上げ返済を行う金額と読み替えるも
のとします。

第２１条（分割払契約における期限の利益喪失の特則）
第４条各項の場合に加えて、お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払契約に基づく債務につ
いて期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から２０日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告
されたにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。
②婚礼等サービスに係る契約の目的又は内容が会員にとって営業のためのものである取引等、割賦販売法第
３５条の３の６０第２項に該当する取引については、お客様が分割支払金の支払を一回でも遅滞したとき。

第２２条（遅延損害金）
（１）お客様は、分割支払金の支払いを遅滞したとき（次項の場合を除く。）は、支払日の翌日から支払いがなされるま

で、当該分割支払金に対し、次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①当該分割支払金に対して、年１４．６％を乗じた額と、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額
のいずれか低い額。ただし、本項２号及び３号に定める取引に該当する場合を除きます。
②割賦販売法第３５条の３の６０第２項に該当する取引（ただし、次号に定める取引に該当する場合を除きま
す。）については、本条１項１号にかかわらず該当分割支払金に対して年１４．６％を乗じた金額。
③婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、
当該分割支払金に対して、年２０．０％を乗じた金額。

（２）期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日から完済の日に至るまで、分割支払金合計の残債に対して、
お客様は次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金合計の残額全体に対し、法定利率を乗じた額。ただし、前項２号及び３号に定める取引に該当する場合を
除きます。
②前項２号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年１４．６％を乗じた金額。
③前項３号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年２０．０％を乗じた金額。

第２３条（条項等の変更）
（１）本契約条項の内容を変更した場合、当社は、その変更内容をお客様に通知、又は当社が相当と認める方法により公

示します。

【お問い合わせ先・相談窓口】
株式会社 ライフエンジェル（https://www.lifeangel.co.jp）
お客様相談室
〒１４０－０００２
東京都品川区東品川２－３－１２ 
電話番号 : ０３－５７６９－８５１５
平日 : １０：００～１８：００ (土･日･祝休)

KK-GL-2512



給料日

フリガナ

電話 自宅 有・無 携帯 有・無－　　　　－ －　　　　－

〒　　　　ー

印

人1  有　2  無

日

税込み年収

万円

（旧姓　　　　　）

2枚目もご捺印ください！

家賃・住宅ローン
負担の有無

世帯人数
※本人様含む

続柄

メールアドレス ＠

電話 －　　　　－

お

　申

　込

　者

お
名
前

生年
月日

居住
形態

ご
住
所

所
在
地

勤
務
先
名

業
種

1  持家 ・ 分譲
2  賃貸
3  社宅 ・ 寮

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

1．農林漁業　 2．鉱業　 3．建設　 4．製造　 5．卸売・小売　 6．飲食　 7．金融・保険
8．不動産　 9．運輸　 10．通信　 11．サービス　 12．公務員　 13．その他（　　　　　　　　）　　

※連帯保証人予定者①の欄には、必ず配偶者（予定者）様がご自身でご記入ください。

B 挙式費用等立替払いサービス
契約書（ライフエンジェル用）

申込年月日 年　　　　　月　　　　　日

名称

住所

加盟店コード

電話

担当

商品（役務）のお問合せ先 お客さまがお申込される会社名（立替払委託先企業）

名称　株式会社ライフエンジェル
住所　東京都品川区東品川2-3-12
　　　Tennozu Bay Tower16F
電話　03-5769-8515（代表）
担当　

年　　　月　　　日契約年月日お申込者
ご記入欄

印

税込み年収

万円

（旧姓　　　　　）

2枚目もご捺印ください！

メールアドレス ＠

電話 －　　　　－

お
名
前

電話
自宅

携帯

ご
住
所

所
在
地

勤
務
先
名

－　　　　－

－　　　　－

※契約年月日欄はご契約後ご記入ください。
※このお申込の内容（本書面）は、契約成立後、「契約内容を明らかにする書面」と
なりますので大切に保管してください。

続柄
1 .   新郎
2 .   新婦 

生年
月日

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

印

2枚目もご捺印ください！

【分割お支払目安表※下記は実質年率14.959％の目安となります。挙式日や初回支払日の設定により異なる場合があります。】

お
名
前

電話
自宅

携帯

ご
住
所

－　　　　－

－　　　　－

続柄
生年
月日

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

申込者との関係
（　　　　　　）

印

2枚目もご捺印ください！

お
名
前

電話
自宅

携帯

ご
住
所

－　　　　－

－　　　　－

続柄
生年
月日

性
別

1  男
2  女

1  昭和　　2  平成

年　　月　　日

申込者との関係
（　　　　　　）

申込者及び連帯保証人予定者は、各々裏面記載の「立替払契約条項」を承認し、「個人情報の取扱いに関する条項」に同意の上、
本契約を申し込みます。
※お申込書は申込者、連帯保証人予定者が各々直筆でご記入ください。

￥9,200

￥4,900

￥3,600

￥2,900

￥2,500

￥2,200

￥2,000

￥27,400

￥14,700

￥10,600

￥8,500

￥7,300

￥6,400

￥6,000

￥45,700

￥24,600

￥17,600

￥14,100

￥12,100

￥10,600

￥10,000

￥63,900

￥34,400

￥24,600

￥19,700

￥16,900

￥14,800

￥13,900

￥91,300

￥49,100

￥35,100

￥28,200

￥24,100

￥21,100

￥19,900

￥136,900

￥73,600

￥52,600

￥42,200

￥36,100

￥31,700

￥29,800

￥182,500

￥98,100

￥70,100

￥56,300

￥48,100

￥42,200

￥39,700

￥228,100

￥122,600

￥87,600

￥70,300

￥60,100

￥52,800

￥49,600

￥273,800

￥147,100

￥105,100

￥84,400

￥72,100

￥63,300

￥59,500

10万円
ご利用の場合

30万円
ご利用の場合

50万円
ご利用の場合

70万円
ご利用の場合

100万円
ご利用の場合

150万円
ご利用の場合

200万円
ご利用の場合

250万円
ご利用の場合

300万円
ご利用の場合

12回払い

24回払い

36回払い

48回払い

60回払い

72回払い

80回払い

ご返済回数
ご利用額

フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー
フリガナ

1 .   新郎
2 .   新婦 

⑥

↓以下、店舗スタッフ記入欄

KK-GL-2512

↓以下、店舗スタッフ記入欄

1．正社員　 2．派遣社員　 3．自営業　 4．契約社員　 
5．パート・アルバイト　 6．無職　 7．専業主婦
8．学生

雇用
形態

1．正社員　 2．派遣社員　 3．自営業　 4．契約社員　 
5．パート・アルバイト　 6．無職　 7．専業主婦
8．学生

雇用
形態

連
帯
保
証
人

予
定
者
②

連
帯
保
証
人

予
定
者
③

連

　帯

　保

　証

　人

　予

　定

　者

　①

付帯する役務、権利、商品の有無
有りの場合の別紙明細の有無

有　無

有　無

※1回払手数料には消費税を含みます

①現金価格 費用見積総額

②頭金 お客様が販売店へ
直接お支払する金額

③残金 立替払いサービスで
お支払する金額

円

円

円

付帯する役務、権利、商品の有無
有りの場合の別紙明細の有無

有　無

有　無

※お見積書の内訳（お申込時にご提出頂いたお見積書の内容）

年　　　月　　　日確認お見積書の発行日

商品名・役務名：挙式費用 数量：１個

001－

自 　 　 年 　 　 月

至 　 　 年 　 　 月

契約番号

支払回数 回 支払日

円 × 回

％

円 最終回

支払期間

支払方法 口座振替 分割手数料率

分割
支払金

毎月28日
分
割
払
契
約
分

001－

年 月 日

契約番号

支払回数 1回

円

支払期日

支払方法 銀行振込 手数料率

支払金額

一
回
払
契
約
分

％

④分割払手数料

⑤支払総額
（①＋④）

円

円

⑥1回払手数料

⑦総額（⑤＋⑥）

円

円

万円

万円希望
金額

1回払い
希望内訳

分割払い

ご返済
プラン

他社ローン残高

挙式日 担当者

万円

挙式費用の内、クレジットでの
ご清算を現段階で予定している
金額をご記入ください。

分割払希望回数　　
80　・　72　・　60　・　48　・　36　・　24　・　12　・　その他（　　　）回

　　年　　月　　日

万円

希
望
内
容

販売店



挙式費用等立替払いサービス契約条項
株式会社ライフエンジェル（以下｢当社｣という。）に申込みをし､当社が承認したもの（連帯保証人を含み、以下「お客様」という。） は、以下の条項を承
認の上、当社に対し、立替払いの委託を行い、当社はこれを受託します。当該立替払いは、当社が、お客様と婚礼等サービスに係る契約を締結した挙式
会場等（以下「販売店」という。）に対して、お客様が提供を受ける婚礼等サービス（当該サービスに付随する商品や権利を含み、以下、これらのサービ
ス（役務）、商品及び権利を総称して「商品等」という。）の現金価格合計から頭金を除いた額（以下「残金」という。）について、行うものとします。
なお、一回払契約については共通条項及び一回払条項、分割払契約については共通条項及び分割払条項の適用を受けるものとします。

【共通条項】
第１条（契約の成立）
本契約（一回払契約又は分割払契約のことをいう。以下同じ。）は、お客様の申込みを当社が所定の手続により承諾し、販売店に通知をしたときに成立す
るものとします。ただし、本契約の効力は、お客様が販売店と約定した商品等の代金の支払期日（以下「代金支払期日」という。）に発生するものとします。

第２条（商品等の引渡し）
商品等は、挙式日（新婚旅行の提供の場合においては、出発日を指すものとする。）におい
て、販売店からお客様に提供され、引き渡され又は移転するものとします。

第３条（費用等の負担）
お客様は、次の費用を負担するものとします。
①当社に対する第１８条で定める分割払金又は第１５条で定める一回払支払金の支払いに要する費用（振込手数料その他の送金手数料）。
②お客様の支払遅滞により当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときにお
ける再振替手数料及び振込用紙を送付したときにおける振込用紙送付手数料。

③お客様の支払遅滞等お客様の責めに帰すべき事由により、当社が訪問集金したとき
は、訪問集金費用として、訪問回数一回につき１，０００円及び消費税を加算した金額。

④公正証書作成に係る作成費用。
⑤お客様に対し書面による催告をした場合の費用。
⑥当社に支払う費用等について公租公課が課される場合、又は、公租公課（消費税
等を含む。）が増額される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分。

第４条（期限の利益喪失）
（１）お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務につ

いて期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払停止を受けたとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始その他裁
判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。

④商品（権利を含む。以下同じ。）の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
（２）お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により基づく債務に

ついて期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②①の他、お客様の信用状態が著しく悪化したとき。

第５条（所有権留保）
（１）商品の所有権は、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで

当社に留保されるものとし、お客様は、これを認めるとともに、当社の承諾を得た場合を除き、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理することとし、質入、譲渡、賃貸その他
当社の所有権を侵害する行為（参列者への引出物の譲渡を除く。）をしないこと。

②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡
するとともに当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること。

（２）お客様は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、
速やかに当社に通知するものとします。また、この場合であっても、お客様は、債務の履行を継続します。

（３）お客様が期限の利益を喪失した場合には、当社は、留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
（４）お客様は、当社が前項により商品を引取ったときは、お客様と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本契約に基づく債務の

残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときはお客様及び当社の間で精算するものとします。
第６条（住所の変更・調査等）
（１）お客様は、住所を変更した場合は、あらかじめ当社に申し出ていた場合を除き、遅滞なく当社に通知するものとします。通知を怠った場合には、

当社からの通知又は送付書類等が遅滞又は不到達になっても、通常到達すべき時に到着したものとみなされることに異議ないものとします。
（２）お客様のいずれかに係る後見人、補佐人、補助人又は任意後見監督人が選任された場合

は、登記事項証明書等を添付の上、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。
（３）お客様は、当社又は当社が委託する者がお客様の財産、収入、信用等を調査する場合があることをあらかじめ了承します。

第７条（見本・カタログ等と現物の相違）
見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡され又は提供された商品等が見本・カタログ等と相違している
場合は、お客様は販売店に商品等の交換を申し出るか、又は婚礼等サービスに係る契約の解除をすることができます。

第８条（連帯保証人）
（１）連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務について、主債務者と連帯して履行の責めを負うものとします。な

お、当社の都合によって何ら通知することなく、担保又は他の保証債務を変更又は解除されても異議ありません。
（２）連帯保証人は、保証債務を履行することで代位によって当社から取得した権利は、主

債務者の当社に対する債務が完済するまで、これを行使できないものとします。
第９条（公正証書）
お客様は、当社が必要と認めた場合、本契約につき、お客様の費用負担で強制執行承諾条
項を付した公正証書の作成することに応じ、必要書類を当社へ提出するものとします。

第１０条（債権譲渡）
お客様は、当社が必要と認めた場合には、当社が本契約に基づく債権及びこれに附帯する一切の権利を第三者に担保として差し入れ、若しくは譲渡（信
託及び債権回収会社への譲渡を含む。）し、又は当社が譲渡した債権等を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ異議なく同意します。

第１１条（住民票取得等の同意）
お客様は、当社が必要と認めた場合には、申込みに係る審査及び途上管理に係る審査、並びに、債権管理のために、当社
がお客様の住民票等を取得して利用することに同意します。なお、お客様は当社が住民票の取得に際し、契約書の写し
等、当社の債権状況を証する資料、その他必要とされる資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。

第１２条（合意管轄）
お客様は、本契約に関して紛争が生じた場合には、当社の本店又は営業店を管轄する簡易
裁判所及び地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第１３条(反社会的勢力の排除)
（１）お客様は、自らが現在次のいずれにも該当してないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものと
します。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業
⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧上記①～⑦の共生者⑨その他上記①～⑧に準ずるもの。
（２）お客様は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要

求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、④風説を流布
し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他上記①～④に準ずる行為。

（３）お客様が前２項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合は、当社は、お客様に対して、当該事項に関する報告を求めること
ができ、当社がその報告を求めた場合、お客様は当社に対して合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

（４）お客様が本条１項若しくは２項のいずれかに該当すること、又は本条１項若しくは２項に基づく確約
に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認め
る場合は、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。また、上記の場合には、お客様は、当社の
通知又は請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

【一回払契約条項】
第１４条（一回払手数料）
（１）一回払手数料は、実質年率１４．６％～２０．０％の範囲で当社が定めるものとし、お客様は、これをあらかじめ承諾したものとします。
（２）一回払手数料の計算は、残金のうち一回払契約に係る金額（以下「一回払対象額」とい

う。）×当社所定の実質年率÷３６５日×起算日から支払日までの利用日数とします。
（３）一回払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様

が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします（初日不算入）。

第１５条（一回払支払金の支払方法）
（１）お客様は、一回払対象額に一回払手数料を加算した額（以下「一回払支払金」という。）を、当社

が指定する預金口座への振込み等の当社が指定した支払方法で当社へ支払うものとします。
（２）振込手数料その他前項の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
（３）一回払支払金の支払日は、前条３項で定める一回払手数料の起算日の属する月の翌月２８日とします（当

日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を支払日とします。）。ただし、お客様は、当社
の承認を得た上で、早期弁済をすることができ、その場合には当社の承認を得た日を支払日とします。

第１６条（遅延損害金）
お客様は、一回払契約の支払いを遅滞したときは、前条第３項に定める支払日の翌日から支払いがな
されるまで、当該一回払支払金に対して、次の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのもので
ある場合以外の取引については、年１４．６％を乗じた額とします。

②婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのもので
ある場合の取引については、年２０．０％を乗じた額とします。

【分割払契約条項】
第１７条（分割払手数料）
（１）分割払手数料率（実質年率）は、実質年率８．７％～１５．９％の範囲で当社が定める利率とし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。
（２）分割払手数料の計算方法は、残金のうち分割払契約に係る金額（以下「分割払対象額」と

いう。）×当社所定の実質年率÷３６５日×起算日から支払日までの利用日数とします。
（３）分割払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様

が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします（初日不算入）。
第１８条（分割支払金の支払方法）
（１）お客様は、分割払対象額に分割手数料を加算した額（以下「分割支払金」という。）を、お客様があらかじめ指定

した、金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が別途求めた場合に
は、当社が指定する預金口座への振込等の当社が別途指定する方法でお支払いいただくことがあります。

（２）振込手数料その他前項ただし書の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
（３）振込等での入金の場合、当社が指定する預金口座へ入金があったことを確認した日をもって支払いがあったものとみなします。
（４）第一回目支払日の設定は、前条３項で定める分割支払手数料の起算日の属する月の翌月２８日としま

す（当日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を第一回目支払日とします）。ただし、
お客様は当社の承認を得たうえで、別途、支払日を起算日の属する月の２８日とすることができます。

第１９条（支払停止の抗弁権）
（１）お客様は、次の事由が存する場合、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存

する商品等について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
①商品等の提供、引渡し又は移転がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関しては、契約内容に適合し
ない場合があること。

③その他商品等の販売、提供について、販売店に対して生じている事由があること。
（２）当社は、お客様が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、直ちに所要の手続をとるものとします。
（３）お客様は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店との交渉を行うように努めるものとします。
（４）お客様は、本条２項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面（資料がある場合には資料を添付する）を当社へ提

出するよう努めるものとし、当社が上記の事由について調査をする必要があるときは、お客様は調査に協力するものとします。
（５）本条１項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払停止をすることができないものとします。

①分割払契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
②分割払契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、分割払契約に係る取
引が割賦販売法第３５条の３の６０第２項に該当するとき。

③支払総額が４万円に満たないとき。
④お客様による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
⑤本条１項各号の事由がお客様の責に帰すべきとき。

第２０条（契約種類の変更及び繰上げ返済手数料）
（１）お客様は、第１条で定める本契約の効力日が到来するまでの間、分割払契約を一回払契約に変

更することができます。この場合、分割払手数料率（実質年率）を第１４条１項に定める範囲で
当社が定める料率に変更するものとし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。

（２）お客様は、当社の承認を得た上で、残金の一部又は全額を支払日到来前に支払うことができます。
（３）前項に基づき支払日到来前の支払いをする場合において、お客様は、当社より繰上

げ返済手数料の支払いを求められたときは、支払いをする日までの分割手数料と繰
上げ返済手数料を合わせて支払うものとします。この繰上げ返済手数料の年率は、
２０．０％から本契約での分割払手数料率（実質年率）を除したものを上限とします。

（４）繰上げ返済手数料の計算方法は第１７条２項に定める計算方法に準じて計算する
ものとし、２万円を超えない金額を申し受けます。この場合、第１７条２項に定め
る分割払対象額は、当該繰上げ返済を行う金額と読み替えるものとします。

第２１条（分割払契約における期限の利益喪失の特則）
第４条各項の場合に加えて、お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分
割払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から２０日以上の相当な期間を定めてそ
の支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。

②婚礼等サービスに係る契約の目的又は内容が会員にとって営業のためのもので
ある取引等、割賦販売法第３５条の３の６０第２項に該当する取引については、
お客様が分割支払金の支払を一回でも遅滞したとき。

第２２条（遅延損害金）
（１）お客様は、分割支払金の支払いを遅滞したとき（次項の場合を除く。）は、支払日の翌日から支払い

がなされるまで、当該分割支払金に対し、次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①当該分割支払金に対して、年１４．６％を乗じた額と、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を
乗じた額のいずれか低い額。ただし、本項２号及び３号に定める取引に該当する場合を除きます。

②割賦販売法第３５条の３の６０第２項に該当する取引（ただし、次号に定める取引に該当する場合を除
きます。）については、本条１項１号にかかわらず該当分割支払金に対して年１４．６％を乗じた金額。

③婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものであ
る場合の取引については、当該分割支払金に対して、年２０．０％を乗じた金額。

（２）期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日から完済の日に至るまで、分割支
払金合計の残債に対して、お客様は次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金合計の残額全体に対し、法定利率を乗じた額。ただし、前項２号及び
３号に定める取引に該当する場合を除きます。

②前項２号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年１４．６％を乗じた金額。
③前項３号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年２０．０％を乗じた金額。

第２３条（条項等の変更）
（１）本契約条項の内容を変更した場合、当社は、その変更内容をお客様に通知、又は当

社が相当と認める方法により公示します。
【お問い合わせ先・相談窓口】

株式会社 ライフエンジェル（https://www.lifeangel.co.jp）
お客様相談室
〒１４０－０００２
東京都品川区東品川２－３－１２ 
電話番号 : ０３－５７６９－８５１５
平日 : １０：００～１８：００ (土･日･祝休)

個人情報の取扱いに関する条項
第１条（個人情報の取得・利用・保有）
株式会社ライフエンジェル（以下｢当社｣という。）に申込みをし、当社が承認した者（連帯保
証人契約者を含み、以下「お客様」という。）、及び、申込者（連帯保証人予定者を含む｡以下､
お客様及び申込者を併せて｢お客様等｣という｡）は､以下の情報（以下｢個人情報｣という｡）
を、当社が保護措置を講じたうえで取得、利用及び当社が定める相当期間保有することに
同意します｡
①属性情報：本契約に係る契約（以下「本契約」という。）の申込書に記載した氏名、
性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先（お勤め先内容）、ｅメールアドレス、家族
構成（同居または別居を問わずご家族の情報）、住居状況等、収入、識別番号、お客
様等の属性に関する情報（これらの情報に変更が生じた場合、その変更情報を含
む。以下同じ。）
②契約情報：契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量、
回数、期間、支払回数等、その他本契約の内容に関する情報。
③取引情報：本契約に係る請求額、入金額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支
払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報。
④返済能力調査のための情報：お客様等の資産、負債、収入、支出、商品の価格、その
他支払可能見込額の算定に影響を与える事項、本契約以外に当社と締結する契
約に関する利用残高、支払状況等、給与明細、収入証明、確定申告書等の収入を書
類に記載された情報等、その他申込者の支払能力判断及び支払可能見込額調査
を行うための情報。
⑤取引時確認及び所在確認のための情報：本契約に関し、法令に従って、又は当社
が必要と認めた場合に、お客様等から提供を受けた運転免許証、健康保険証、パ
スポート等の本人確認書類に記載された情報（当該書類の名称及び記号番号そ
の他当該書類を特定するに足りる事項を含む。）、及び当社が適法かつ適正な方
法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報、官報、電
話帳等一般に公開されている情報。

第２条（個人情報の利用目的）
当社は、お客様等の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用するものとし
ます。
①当社の与信判断並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため（お
客様等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存を含む。）。
②当社の与信に係る商品・サービスを郵便、電話、ｅメールその他の方法で案内を
行うため｡
③当社の親会社、子会社、グル―プ企業、提携先企業から委託を受けて当社が当該
企業の宣伝物、印刷物を送付するため。
④当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品･サービスの研究､開発を行
うため｡
⑤当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の取引の
ため。
⑥お客様等からのお問合せへの対応のため。
⑦金融商品及びサービス等の案内を行うため。

第３条（金融商品等及びサービスの案内）
前条の規定にかかわらず、お客様等は、本同意条項２条２号、３号及び７号に基づく宣伝
印刷物の送付等営業案内を受けることを希望しない場合には、請求書等業務上必要な書
類に同封される案内等を除き、当社に対しその中止を申し出ることができます。その場合
には、当社は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用を停止する措置
を取るものとし、本契約成立前であってもこれを理由に本契約を不成立とすることはあ
りません。

第４条（個人情報の第三者提供）
1.当社は、次条で定める個人信用情報機関の他、お客様の本人確認、所在確認等のため、

住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、お客様の個人情報（氏名
､生年月日､住所等）を市区町村長又は登記官に提供します。

2.お客様等は、当社が以下の範囲でお客様等に係る個人データを第三者に提供すること
に同意します。
①提供する第三者の範囲は、本申込みを受付けた挙式会場等、及び当社がホーム
ページで公表している提供先とします。
②第三者に提供される情報の内容は、お客様等の本契約に関する個人情報（申込日・
申込商品種別等の申込事実情報、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務
先住所等の本人特定情報、資産・負債、収入・支出､職歴等の与信に関する情報、貸
付日・貸付金額・返済日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等の取引及び交渉
履歴情報）、本人確認及び所在確認の情報並びに当社の与信評価情報とします。
③第三者の利用目的は、本同意条項２条に記載の各目的とします。（この場合にお
いて上記目的中「当社」とあるのは､「提供する第三者」と読み替えます。）

第５条（個人信用情報機関への登録･利用）
1.お客様等は、当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に関する
情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの、以下「加盟先機
関」という。）又は加盟先機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携先機関」とい
う。）にお客様等の個人情報が登録されている場合には、当社が照会を行いお客様等
の支払能力・返済能力の調査のために当社がそれを利用することに同意するものと
します。
2.お客様等は、お客様等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、下記の
期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、お客様等の支払能力・
返済能力の調査のために利用されることに同意するものとします。
①本契約に係る申込みをした事実は、当社が個人信用情報機関に照会をした日か
ら６カ月間。
②本契約に基づく個人情報及び本契約に係る客観的な取引事実は、契約期間中及
び契約終了後５年以内。
③債務の支払を延滞した事実は、契約期間中及び契約終了後５年間。

3.お客様等は、お客様等に係る本契約について支払停止の抗弁の申出が行われている
ことが、加盟先機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が加盟先機関
及び提携先機関の加盟会員に提供されることに同意するものとします。
4.加盟先機関の名称、所在地、問合せ電話番号は以下のとおりです。
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。
名称：株式会社シー・アイ・シー
（割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
〒１６０－８３７５
東京都新宿区西新宿１－２３－７ 新宿ファーストウエスト１５階
お問い合わせ先：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp/
※�株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記のホームページを
ご覧下さい。

5.加盟先機関（株式会社シー・アイ・シー）と提携する個人信用情報機関は下記のとおり
です。

①全国銀行個人信用情報センター
〒１００－８２１６
東京都千代田区丸の内１－３－１
お問合せ先：０３－３２１４－５０２０
ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic
②株式会社日本信用情報機構
〒１１０－００１４
東京都台東区北上野１－１０－１４　住友不動産上野ビル５号館
お問合せ先：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp/
※上記、個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記の各社のホーム
ページをご覧下さい。

6.加盟先機関に登録する情報は以下のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、及び運転免許証等の記号番
号、その他本人を特定するための情報、契約の種類、申込日、契約日、利用日、契約額、貸
付額、商品名およびその数量・回数・期間、返済期間、返済回数、利率、現金価格、支払期
間、支払回数、及び実質年率、その他契約内容に関する情報、並びに利用残高、割賦残
高、年間請求予定額、支払日、完済日、及び延滞の有無、その他支払状況に関する情報。
7.お客様等は、加盟先機関及びその加盟会員が、加盟先機関に登録されている個人情報
について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモ
ニタリング等加盟先機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために、必要
な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。

第６条（個人情報の開示､訂正等）
1.お客様等は、当社及び前条で記載する加盟先機関に登録（登録とはコンピューター、
ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。）されているお客様等が識
別される保有個人データについて、当社所定の方法により開示請求をすることがで
きます。ただし、①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそ
れがある場合、②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、
③個人情報保護法以外の法令に違反することとなる場合には、当社は開示しないも
のとします。
①当社に開示を請求する場合には、本同意条項９条記載のお問合せ窓口に連絡し
てください｡なお、開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、別途当社が
定める手数料を徴収するものとします。

②個人信用情報機関に開示を求める場合には､前条４項に記載の加盟先機関のお
問合せ先に連絡してください｡

2.開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、
お客様等は、当該情報の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という｡）の請求ができま
す。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実の確認等の必要
な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行います｡

第７条（条項の不同意）
当社は、お客様等が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合及び個人情報の取
扱いに関する重要事項の各条項に同意しない場合は、本契約を不成立とする場合があり
ます。ただし、本同意条項２条②③④⑦及び３条に同意しない場合でも、これを理由に当
社が本契約を不成立にすることはありません。

第８条（契約の不成立）
お客様等は、本契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず本同意条項１条
及び５条２項に基づき、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利
用されることに同意するものとします。もっとも、当社は、それ以外の目的に利用するこ
とはありません。

第９条（お問合せ窓口）
お客様等は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の申出や、個
人情報の開示、訂正等の自己の個人情報に関するお問合せ・ご相談は下記のお客様相談室
へお申し出ください。
●お客様相談室
〒１４０－０００２
東京都品川区東品川２丁目３番１２号　　Tennozu Bay Tower　１６階
電話番号：０３－５７６９－８５１５ 
平日：１０：００～１８：００（土･日･祝休）

本書面と、上記「クレジット契約について」の書面は必ずお客さまにお渡しく
ださい。

申し込みに関する審査結果を当社から加盟店（式場等）に連絡いたしますので
あらかじめご了承ください。

申し込みに関する審査結果は当社から申込書にご記入頂いた携帯電話又はご自
宅にご連絡させて頂きます。

KK-GL-2512



振替日
毎月28日

休業の場合は翌営業日

不備返却事由

書頼依替振座口金預  】例入記ご【 

・振替口座はご契約者様、または連帯保証人様のお口座に限ります。
・口座番号は右ヅメでご記入下さい。
・ご記入に誤りがありますとお客様へ何度もお手数をかけることがありますので、正確にご記入ください。
・ゆうちょ銀行はお取扱いできません。

契約者番号

振替開始日 年

1 9 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

月 日 支払分より

預金口座振替依頼書

金融機関用　　収納代行会社 りそな決済サービス株式会社C 預金口座振替依頼書

私は、下記収納企業から請求された金額を私名義の下記預金口座から預金口座振替によって支払うことと
したいので、預金口座振替規定を確認のうえ依頼します。

私は上記の収納企業から請求された金額を私名義の上記預金口座から預金口座振替によって支払うことと
したいので、預金口座振替規定を確約の上、依頼します。

代金の収納企業名 株式会社 ライフエンジェル

※太枠内をボールペンで強くご記入ください。

代金等の種類 婚礼代金等

預金種目
（どちらかに○印）

支店コード銀行コード金融機関コード

金融機関

お届け印（通帳印）
フリガナ

（姓） （名）

印

口座
名義人

口座番号
1 .普通
2 .当座

銀行
信用金庫
組合

本店
支店
出張所

預金種目
（どちらかに○印）

金融機関

お届け印（通帳印）
フリガナ

（姓） （名）

印

口座
名義人

口座番号
1 .普通
2 .当座

銀行
信用金庫
組合

本店
支店
出張所

年　　　　　月　　　　　日

振替日 28日
（休業日の場合は翌営業日）

検印 印鑑照合 受付印

・必ず通帳等とご参照の上、お届け印を鮮明に押印してください。 ・口座番号は右ヅメでご記入ください。 ・ご記入に誤りがありますとお客様へ何度も
お手数をかけることがありますので、正確にご記入ください。 ・不備にて返却の場合、口座振替の開設が遅れますので、準備のできる間のお支払は、
お客さま自身でお振込（振込手数料はお客さまご負担となります）いただくこととなりますので予めご了承ください。 ・資金は、振替日（毎月28日）の
前日までにご入金ください。 ・本件預金口座のご通帳上の表示は「ライフエンジェル」となります。

1. 銀行（金庫・組合）に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座
から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金
通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。

2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用できる範囲
内の金額を含む）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。

3. この契約を解除するときは、私から銀行（金庫・組合）に書面により届出ます。なお、この届出がない
まま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行
（金庫・組合）はこの契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。
4. この預金口座振替について仮に紛議が生じても、銀行（金庫・組合）の責めによる場合を除き、銀行
（金庫・組合）には迷惑をかけません。

《金融機関へのお願い》
この依頼書に不備がありましたら、不備返却自由の該当項目に○印を
つけて右記へご返却ください。

りそな決済サービス株式会社
りそな代金回収センター(りそなネット)
〒153-8651　東京都目黒区目黒2-13-18　TEL：03-5420-7698

■預金口座振替規定

1.預金取引なし
2.記載事項等相違
　（店名、預金種目、口座番号、口座名義）
3.印鑑相違
4.その他
　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（備考）

テンシ ジェルオ

天 使

人  生

ジ ェ ル オ

品  川

1 2 3 4 5 6 8
1 2 3 4 5 6 7

口座名義人・支店名・口座番号は
通帳をご確認のうえ、正確にご記入願います。

お届出印を鮮明に
ご捺印願います。

ご記入事項を訂正される場合は
必ず訂正印（お届出印）をご捺印願います。

＊金融機関で受付されない例

不鮮明 重ね印 はみ出し

併用払いまたは分割払いをご希望される
お客さまのみご記入ください。


